
日本には「都市」の開発ルールを定めた都市計画法という法律がある一方、都市でない地域に関する法律は、農村・山

村・漁村と非常に縦割りされています。一般的に「いなか」と呼ばれるエリアを総合的に捕える概念が「多自然圏」です。

いわゆるアーバンツーリズム（都市観光）に対する「ルーラルツーリズム」の場となる「多自然圏」について、 その基本的

な考え方を解説します。

観光 「多自然圏」におけるツーリズムとは？

担当教員：中尾 誠二 教授

● 受講人数の目安：何人でも可能

● 所要時間の目安：40～50分

● 高校でご準備いただきたいもの：プロジェクター、スクリーン
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